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令和７年度 一般会計 歳出 第６款２項２目13節01細節900000細々節 

受付 

番号

種 目 番 号 

連絡先

委託担当 

青葉区こども家庭支援課 保育担当   
ふ り が な

担当者名 沼田
ぬ ま た

  電 話     978-2428

設 計 書

１ 委 託 名  荏田保育園可搬型階段昇降機の賃貸借 

 ２ 履 行 場 所       荏田保育園 

 ３ 履行期間 ■期間    令和７年７月１日 から 令和８年３月31日 まで 

    又は期限  □期限  令和  年  月  日 まで  

 ４ 契約区分  ■ 確定契約 □ 概算契約

 ５ そ の 他 特 約 事 項        

 ６ 現 場 説 明         ■ 不要 □ 要  （ 月 日 時 分 場所 ） 

 ７ 委 託 概 要       

別紙仕様書のとおり。 
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  ８ 部 分 払         

 

       ■ す る （ ９回以内 ） 

 

       □ しない 

                                    部 分 払 の 基 準            

業 務 内 容         

履  行 

予定月 
数  量 単 位 単   価 金    額 

スカラモービル賃貸借 ７～３ ９ 月   

      

      

      

      

      

      

                         ※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額 

                           ※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。 

 

 

 

 

  委 託 代 金 額              

                           ￥                  

 

  内  訳      業 務 価 格        

                             ￥                    

 

              消費税及び地方消費税相当額 

                              ￥                      
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                                 内     訳     書  

 

名   称 形状寸法等  数  量 単位 
 単 価 

     (円) 

  金    額  

           (円) 
摘    要 

スカラモービル  １ 式           

賃貸借  ９ 月             

搬入・搬出費  １ 式      

         

         

         

         

 

                

         

         

         

         

         

         

合計         

消費税及び 

地方消費税相当額 
        

委託代金額         

※  概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む 

                                       



仕様書 

 
１ 件名 

  荏田保育園可搬型階段昇降機の賃貸借 

 

２ 趣旨 

  荏田保育園に入所している重症心身障害児の園児が上下階を安全に移動するため、対象となる児童

が在園している期間（契約は年度ごとに行う）について賃貸借契約を締結する。 

 

３ 契約期間 

令和７年７月１日から令和８年３月 31日まで。 

 

４ 対象機種及び設置場所 

(1) 対象機種 可搬型階段昇降機スカラモービル 車いす仕様 S35 

またはそれと同サイズの座椅子を備えた可搬型階段昇降機 

座椅子サイズ 幅 40ｃｍ 奥行 40.5ｃｍ 高さ 43.5ｃｍ 

(2) 設置場所 荏田保育園  

住所：青葉区荏田北 2-11-40 電話番号：045-911-5860 

 

５  付帯事項 
(1) 物品の ■運搬・搬入  ■撤去 に要する費用は、すべて賃借人の負担とする。 

 (2) 物品には、動産総合保険を付すこと。この保険料は、賃貸人の負担とする。 
 (3) 賃借料の支払いは、毎月後払いとする。 
(4) 本契約に係る使用者事前講習については、賃借人において別途契約する。 

 

６ 対象機種選定 

 電動階段昇降機を使用した園児の移動につき、既存の機種により移動が可能であるか検討する中で、 

・操作が楽であること 

・搭乗者の恐怖心が少ないこと 

・振動が少ないこと 

・車いす仕様が頑丈であること 

よりスカラモービル S35を試用機とした。 

既存のどの機種も成人用であることから、園児が安全に上下階の移動を行えるよう座位を保持する

必要があり、別の器具を装着し固定することとし、座位の保持が可能なクッション及び特注したベルト

を装着することで落下の危険なく移動できることとなった。 

  したがって、座椅子部分のサイズを確定しておく必要があり、同機種または同サイズの座椅子を備

えた電動階段昇降機である必要がある。 

  


